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輪島市水道事業経営戦略

第 1章 水道事業概要 

1．水道事業の現況 

 現在の輪島市は平成18年2月1日に旧輪島市と旧門前町が市町合併して誕生し、人口

28,271 人を有している。（平成29年 1月 1日現在 輪島市HP参照） 

 水道事業は市町合併による統合等を経て、現在は1上水道、4簡易水道である。水道事

業の会計制度はすべて公営企業会計である。 

 給水区域図を以下に示す。 

図 1-1．給水区域図 

 事業別の状況を以下に示す。 

表 1-1．事業別現況 

事業名 供給開始年月日 法適（全部・財務）・非適の区分 

輪島市上水道 昭和27年1月31日 法適（全部）

町野地区広域簡易水道 昭和37年8月7日 法適（全部）

大沢簡易水道 昭和44年9月2日 法適（全部）

舳倉島簡易水道 昭和44年6月27日 法適（全部）

洲衛簡易水道 平成11年1月29日 法適（全部）

※平成28年3月末現在 

※供用開始年月日は事業認可取得年月日 
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 事業別に経営認可の計画値を以下に示す。 

表 1-2．事業別計画値 

事業名 
計画給水人口 

(人) 

現在給水人口 

(人) 

日最大給水量 

(m3) 

最新認可 

年月日 

輪島市上水道 25,277 21,492 14,750 平成28年3月 

町野地区広域簡易水道 4,420 3,403 2,550 平成22年7月 

大沢簡易水道 278 195 123.7 平成16年3月 

舳倉島簡易水道 257 137 122.3 平成13年4月 

洲衛簡易水道 175 82 65.6 平成11年1月 

計 30,407 25,309 17,611.6  

※平成28年3月末現在 
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2．施設状況 

（1）取水施設 

事業名 水源名 水源種別 備考 

輪島市上水道 姫田取水場 表流水（河川水） 旧輪島 

河井取水場 表流水（河川水） 旧輪島 

地原取水口 表流水 旧門前 

（八ケ川ダム） （ダム湖水）  

北川取水場 表流水（河川水） 旧門前 

町野地区広域簡易水道 町野取水場 表流水（河川水）  

大沢簡易水道 桶滝取水口 表流水（河川水）  

大沢第2水源 表流水（河川水）  

舳倉島簡易水道 取水用井戸1 海水（浅井戸）  

取水用井戸2 海水（浅井戸）  

洲衛簡易水道 洲衛取水場 地下水（深井戸）  

※平成28年3月末現在 

（2）浄水施設 

事業名 浄水場名 浄水方法 浄水能力（m3/日） 

輪島市上水道 輪島浄水場 急速ろ過 10,400 

地原浄水場 急速ろ過 4,000 

北川浄水場 急速ろ過 840 

町野地区広域簡易水道 町野浄水場 膜ろ過 2,550 

大沢簡易水道 大沢浄水場 急速ろ過 124 

舳倉島簡易水道 舳倉島浄水場 膜ろ過（RO膜） 122 

洲衛簡易水道 洲衛浄水場 急速ろ過 66 

計 18,102 

※平成28年3月末現在 
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（3）送水施設・配水施設 

事業名 施設区分 施設数 配水池容量（ｍ3） 

輪島市上水道 
送水ポンプ場 

19（旧輪島） 

28（旧門前） 
- 

配水池 
19（旧輪島） 

24（旧門前） 

6,204 

2,977 

町野地区広域簡易水道 送水ポンプ場 11 - 

配水池 14 1,901 

大沢簡易水道 送水ポンプ場 1 - 

配水池 2 176 

舳倉島簡易水道 配水池 1 133 

洲衛簡易水道 配水池 1 92 

計 送水ポンプ場 59  

配水池 61 11,483 

※平成28年3月末現在 
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3．料金体系 

 輪島市の水道料金は給水使用料金に量水器使用料金の合計額に消費税等の額を加算した

額と輪島市水道給水条例（平成28年6月27日条例第39号 改正）に定められている。

給水使用料金は従量制であり、使用量に関わらず徴収する基本料金と使用水量に応じて徴

収される超過料金の合計額である。 

 市町合併後、合併前旧市町間での料金体系の統一化を図れていない状況であったが、料

金の統一を図るために平成23年度に給水条例を改定し、3ヶ年かけて段階的に現在の料金

体系に統一した。 

 給水使用料金及び量水器使用料金を以下に示す。 

表 1-3．1か月当たり給水使用料金 

種別 用途 

給水使用料金 

基本料金 

（1か月当たり） 

超過料金 

（水量1立法メートル

につき） 

専用栓 一般用 水量10立法メートルまで 1,619円 190円

官公署、学校及び 

公共用 
水量30立法メートルまで 5,333円 209円

営業用 水量15立法メートルまで 2,666円 209円

公衆浴場用 水量100立法メートルまで 17,142円 85円

特殊用 水量20立法メートルまで 7,142円 380円

共用栓 一般用 水量10立法メートルまで 1,619円 190円

公共栓 船舶用 水量1立法メートルにつき 419円 

消火栓 防火演習用 1栓につき放水10分ごとに 2,095円 

※輪島市水道給水条例 第33条 抜粋  ※消費税等別 

表 1-4．量水器使用料金 

口径 使用料金（1個 1か月） 

13ミリメートル 76円 

20ミリメートル 152円 

25ミリメートル 190円 

30ミリメートル 390円 

40ミリメートル 685円 

50ミリメートル 980円 

75ミリメートル 1,961円 

100ミリメートル以上 別に定める 

※輪島市水道給水条例 第 34条 抜粋  ※消費税等別          
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4．組織

（1）組織体制 

 輪島市上下水道課の組織体制を以下に示す。 

（2）職員構成 

 平成 22年度から平成27年度の職員構成を以下に示す。 

平成 23年度には組織再編による職員数の削減を図っている。 

 技術系の職員数が平成22年度に7人配属していたが、平成27年度には3人にまで減

少している。1人当たりの施設数は送水・配水施設だけでも40箇所となり維持管理面にお

ける負担過多で非常に厳しい状況にある。 

表 1-5．年度別職員数 

H22 

2010 

H23 

2011 

H24 

2012 

H25 

2013 

H26 

2014 

H27 

2015 

事務吏員 6 4 5 6 8 8 

技術吏員 3 3 3 2 1 1 

技能職（技士） 4 4 3 2 2 2 

技能職（一般） 0 0 0 0 0 0 

臨時職員 1 0 1 1 1 2 

計 14 11 12 11 12 13 

※課長、課長補佐・主幹は事務吏員に含む 

※水道事業会計決算書参照        

図 1-2．組織図 
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 平成 22年度から平成27年度の職員年齢構成を以下に示す。 

表 1-6．年度別職員年齢層 

H22 

2010 

H23 

2011 

H24 

2012 

H25 

2013 

H26 

2014 

H27 

2015 

45歳超 5 4 1 1 2 2 

30歳超45歳以下 5 5 7 6 8 8 

30歳以下 3 2 3 3 1 1 

計 13 11 11 10 11 11 

平均年齢 42.2 42.1 37.2 38.3 40.2 38.6 

※臨時職員は含まない 

図 1-3．水道事業職員数 

図 1-4．職員年齢層 
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5．主な経営健全化の取り組み 

（1）民間委託 

 輪島市水道事業は現在、以下の業務を民間委託している。 

・水質検査業務委託（浄水全項目他） 

・量水器検針業務 

・浄水場管理業務委託 

（2）広域化等 

 輪島市水道事業は現在、奥能登2市2町との広域化可能性の模索、石川県水道用水供給

事業からの受水可能性の模索を行っている。 

・石川県水道用水供給事業からの受水についての勉強会実施（県と能登2市2町の担当

者レベル協議）（平成28年度） 

・奥能登2市2町の広域化検討会議実施（担当者レベル協議）（平成28年度） 

（3）組織再編 

 平成 23年度の組織再編に伴い職員数の削減を行った。これにより、職員給与費は前年度

比較で12％の削減を達成している。 

6．計画期間の設定 

 計画期間を平成29年度から平成38年度までの10年間と設定する。 

7．経営比較分析表による現状分析 

 経営比較分析結果（平成27年度版）を次に示す。 
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輪島市水道事業経営戦略

第 2章 将来の事業環境 

1．給水人口予測 

 近年、日本の人口は減少傾向の中、少子高齢化、都市部の一極集中化が顕著となって

おり、輪島市の人口も年々減少している状況である。輪島市人口実績値を以下に示す。 

表 2-1．輪島市人口実績値 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 

2010 2011  2012  2013  2014  2015 

年度別人口 31,216 30,508 30,061 29,534 28,989 28,426

本戦略では将来の給水人口を予測するにあたり、平成27年度策定の『輪島市まち・ひと・

しごと創生人口ビジョン』の中で示された「国の長期ビジョンに整合させた推計値」（以下、

長期ビジョン推計値）を基に算出する。給水人口決定までのフローを以下に示す。 

 ①長期ビジョン人口 

『輪島市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン』人口推計案の一つ。国立社会保障・

人口問題研究所の推計値を国の長期ビジョンに掲げられた合計特殊出生率に整合して

算出されている。5ヶ年単位の推計値。 

②年度別人口の設定 

①で推計されていない年度の人口を設定。①で設定された推計値の差を均等に増減

（今回は減少）させて設定。 

図 2-1．給水人口決定フロー 
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輪島市水道事業経営戦略

 ③実績値による補正 

   ②の数値と輪島市人口実績値との差を比較して補正値を設定。平成22年度から平成

27年度で比較した結果、約1,400 人輪島市人口実績値が大きい。 

 ④行政区域内人口将来値の設定 

   ②に③を加算して設定。 

 ⑤給水区域外人口の設定 

   平成28年度、29年度に未普及解消事業を行うため、未普及解消区域内人口を給水

区域外人口から減算して設定。 

 ⑥給水区域内人口の設定 

   ④から⑤を減算して設定。 

 ⑦給水普及率の設定 

   給水普及率の実績値は96.5％前後である。未普及解消事業により給水普及率が減少

していくが、計画期間内に実績値である96.5％に回復するように設定。 

 ⑧給水人口の決定 

   ⑥に⑦を乗じて算出。 
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 以上の結果、求められた行政区域内人口将来値、給水区域内人口将来値、給水人口将来

値及び給水普及率を以下に示す。 

表 2-2．各種人口将来値及び給水普及率 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  

行政区域内人口 27,931 27,434 26,935 26,436 25,940 25,465

給水区域内人口 25,892 25,583 25,129 24,675 24,224 23,794

給水人口 24,830 24,406 23,998 23,589 23,182 22,795

給水普及率（％） 95.9 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8

H34 H35 H36 H37 H38 

2022  2023  2024  2025  2026  

行政区域内人口 24,990 24,515 24,040 23,563 23,124

給水区域内人口 23,364 22,934 22,504 22,072 21,678

給水人口 22,406 22,017 21,626 21,255 20,919

給水普及率（％） 95.9 96.0 96.1 96.3 96.5

図 2-2．各種人口及び給水普及率 
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2．水需要予測 

（1）有収水量 

 輪島市は前章の料金体系で記載した通り、専用栓を用途別に分類している。よって、水

需要の予測は用途別使用水量に基づいて各々に設定する。有収水量決定までのフローを以

下に示す。 

 ①用途別使用水量実績値の分析 

   用途別使用水量の実績値を以下に示す。 

表 2-3．用途別使用水量別年間実績値 

単位：m3 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  

一般用使用水量 2,103,280 2,080,920 2,002,466 1,974,386 1,908,535 1,905,415

営業用使用水量 894,404 816,476 836,421 818,053 809,305 870,437

官公署・学校用 

使用水量 
178,549 157,055 162,201 155,186 143,654 140,253

浴場用使用水量 18,215 17,038 21,959 32,765 31,569 32,342

特殊用使用水量 36,947 4,762 2,102 968 3,566 2,154

その他使用水量 1,049 907 1,179 1,189 1,349 1,235

計 3,232,444 3,077,158 3,026,328 2,982,547 2,897,978 2,951,836

   一般用：人口減少に伴い減少傾向 

   営業用：北陸新幹線開通等の影響で観光客増加の影響で平成27年度は増加 

   官公署・学校用：学校の統廃校により減少 

   浴場用：営業用からの変更があり増加 

   特殊用：学校用プールを特殊用から官公署・学校用に変更のため減少 

   その他：特筆すべき点無し 

図 2-3．有収水量決定フロー 
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 ②用途別使用水量の設定 

   用途別使用水量の将来値を以下に示す。 

表 2-4．用途別使用水量別年間将来値 

単位：m3 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  

一般用使用水量 1,844,310 1,809,253 1,775,504 1,745,709 1,707,517 1,675,683

営業用使用水量 846,841 850,019 852,781 855,224 857,416 859,404

官公署・学校用 

使用水量 
139,782 137,438 135,404 133,609 132,007 130,560

浴場用使用水量 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

特殊用使用水量 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

その他使用水量 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

計 2,867,783 2,833,560 2,800,539 2,771,392 2,733,790 2,702,497

H34 H35 H36 H37 H38 

2022  2023  2024  2025  2026  

一般用使用水量 1,642,998 1,615,674 1,579,487 1,548,512 1,520,979

営業用使用水量 861,222 862,899 864,454 865,904 867,263

官公署・学校用 

使用水量 
129,244 128,037 126,923 125,890 124,927

浴場用使用水量 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

特殊用使用水量 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

その他使用水量 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

計 2,670,314 2,643,460 2,607,714 2,577,156 2,550,019

   一般用：実績値から1人1日当たりの使用水量を算出・推計し、得られた推計値に

給水人口予測で得られた人口を乗じて設定 

   営業用：推計により設定 

   官公署・学校用：推計により設定 

   浴場用：過去の実績値から33,000ｍ3と設定 

   特殊用：過去の実績値から2,700ｍ3と設定 

   その他：過去の実績値から1,150ｍ3と設定 
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 ③有収水量の決定 

   用途別使用水量の合計値が有収水量となる（表2-4 参照）。 

（2）配水量の決定 

 配水量決定までのフローを以下に示す。 

 ①無収水量の設定 

   無収水量は過去の実績値から100,000ｍ3/年と設定。 

 ②有効水量の設定 

   有効水量は有収水量に無収水量を加算して算出。 

図 2-5．配水量決定フロー 

図 2-4．用途別使用水量年間値 
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 ③有効率の設定 

   有効率は平成27年度実績値で93.9％である。本戦略では計画期間最終年度の平成

38年度に有効率95.0％となるように設定。 

 ④配水量の決定 

   配水量は有効水量を有効率で除算して算出。配水量から有効水量を減算した値が無

効水量となる。 

   決定した配水量等の将来値を以下に示す。 

表 2-5．有効水量・無効水量・配水量及び有効率将来値 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  

有効水量（m3） 2,967,783 2,933,560 2,900,539 2,871,392 2,833,790 2,802,497

無効水量（m3） 189,433 183,932 178,589 173,562 168,106 163,108

配水量（m3） 3,157,216 3,117,492 3,079,128 3,044,954 3,001,896 2,965,605

有効率（％） 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 

H34 H35 H36 H37 H38 

2022  2023  2024  2025  2026  

有効水量（m3） 2,770,314 2,743,460 2,707,714 2,677,156 2,650,019

無効水量（m3） 158,136 153,541 148,524 143,872 139,475

配水量（m3） 2,928,450 2,897,001 2,856,238 2,821,028 2,789,494

有効率（％） 94.6 94.7 94.8 94.9 95.0
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3．料金収入の見通し 

 料金収入は有収水量に平成27年度の供給単価である210.4円/m3を乗じて算出した。 

水需要予測から有収水量が減少傾向となることから、料金収入も同様に減少する結果と

なる。有収水量と料金収入の推移を以下のグラフで示す。 

図 2-6．料金収入・年間有収水量 
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4．施設の見通し 

（1）有形固定資産 

 現在、輪島市水道事業は約221億円の有形固定資産を有している。（固定資産台帳参照） 

区分毎の資産は以下の通りである。 

表 2-6．区分別有形固定資産額 

                              単位：百万円 

区分 有形固定資産額 

取水施設 503 

導水施設 246 

浄水施設 4,150 

送水施設 2,027 

配水施設 12,500 

その他 2,705 

合計 22,131 

           ※資産額は固定資産台帳の帳簿原価   ※その他は土地、備品等含む 

           ※平成27年度末時点 

 現有資産のうち、構造物及び設備、並びに管路の年度別帳簿原価状況は以下の通りであ

る。年度別の帳簿原価は建設工事費デフレーター※1を用いて現在価値に換算している。 

拡張事業等により1990年度以降から帳簿額が大幅に増加していることが分かる。 

※1 建設工事費デフレーター：過去の建設工事に係る名目工事費額を基準年度の実質額に変換するた

めに国土交通省が算定している指数のこと 

図 2-7．取得年度別帳簿原価（現在価値） 
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 現有資産のうち、全管路（導水管、送水管、配水管）の布設年度別状況は以下の通りで

ある。布設総延長は約491kmであり、そのうち8割近くを1990年以降の布設延長で占

めている。 

（2）無形固定資産 

 現在、輪島市水道事業は地原取水口である八ケ川ダム負担金（使用権）として、約5.8

億円の無形固定資産を有している。（平成27年度 水道事業会計決算書参照） 

（3）現有資産の老朽化 

 現有施設を更新しない場合、構造物および設備の健全度の状況を示す。 

 健全度は資産毎の法定耐用年数を基準とし、資産の取得後経過年数が法定耐用年数以内

であれば健全資産、法定耐用年数以上で1.5 倍以下であれば経年化資産、法定耐用年数の

1.5 倍を超過していれば老朽化資産と設定している。 

 健全資産は2016年度で65％であるが10年後には36％、20年度には26％まで減

少する。 

 老朽化資産は2016年度

で7％であるが、10年後は

38％、20年後には60％を

超過する。これは1994年

度以降に取得した資産が順

次老朽化資産となるためで

ある（図2-7参照）。 

図 2-8．布設年度別配管延長 

図 2-9．資産の健全度（構造物及び設備） 
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(km) 

図2-10．管路の健全度 

 同様に管路の場合の状況を示す。 

健全資産は2016年度で89％であるが10年後に62％、20年後に42％となる。 

 老朽化資産は2016年度に

2％で10年後に7％と微増で

ある。これは既設管路を既に更

新している影響の他に、1990

年以降に布設した管路が老朽

化資産となるのが2030年度

以降となる。そのため、2030

年度以降の老朽化資産の増加

割合が大きい。 

（4）現有資産の能力分析 

 水需要予測で得られた配水量将来値は減少傾向にある。そのため現有する施設規模・能

力に余剰分が発生することになる。その余剰分を把握することで、今後の施設更新時には

施設の統廃合や施設の合理化の実現性を探る。 

施設規模や能力の設定には1日最大配水量が基準となっており、1日最大配水量は1日

平均配水量を負荷率で除算して算出する。1日平均配水量は表2-5 の配水量を365日で

除算して算出する。1日最大配水量、1日平均配水量及び負荷率実績値を以下に示す。 

表 2-7．1日最大配水量・1日平均配水量及び負荷率実績値 

H22 

2010 

H23 

2011 

H24 

2012 

H25 

2013 

H26 

2014 

H27 

2015 

1日最大配水量（ｍ3） 13,057 12,547 12,309 12,631 12,578 12,678 

1日平均配水量（ｍ3） 9,804 9,220 9,446 9,032 8,753 8,872 

負荷率（％） 75.1 73.5 76.7 71.5 69.6 70.0 

 負荷率が大きいと1日最大配水量と1日平均配水量の差が小さいことを意味する。1日

最大配水量が施設能力を超過することは回避しなければならないため、負荷率の将来値は

実績値の中で小さい値である69.6％を丸めて70.0％と設定する。 
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 決定した1日最大配水量等の将来値を以下に示す。 

表 2-8．1日最大配水量・1日平均配水量及び負荷率将来値 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  

1 日最大配水量 

（ｍ3） 
12,357 12,201 12,051 11,917 11,749 11,607

1日平均配水量 

（ｍ3） 
8,650 8,541 8,436 8,342 8,224 8,125

負荷率（％） 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

H34 H35 H36 H37 H38 

2022  2023  2024  2025  2026  

1 日最大配水量 

（ｍ3） 
11,461 11,339 11,179 11,041 10,917

1日平均配水量 

（ｍ3） 
8,023 7,937 7,825 7,729 7,642

負荷率（％） 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

 次に 1日最大配水量に対する施設規模・能力について考察する。 

 ①浄水能力 

   輪島市水道事業全体の浄水能力は18,102ｍ3/日である（第1章2．（2）参照）。

計画期間における1日最大配水量の最大値が平成28年度の12,357ｍ3であること

から、全体の浄水能力は必要水量の1.4倍以上を有している計算となる。よって、今

後の更新時には施設能力の合理化を図ることで、投資額や維持管理費の抑制、施設能

力の効率を向上させる。 

 ②配水池容量 

   輪島市水道事業全体の配水池容量は11,484ｍ3である（第1章2．（3）参照）。

計画期間における1日最大配水量の最大値が平成28年度の12,357ｍ3であること

から、全体の配水池容量は必要水量の22時間分を保有している計算※2になる。水道

施設設計指針では上水道が保有すべき配水池容量は1日最大配水量の12時間分に消

火用水量分を加算した水量となっており、十分量を保有している。今後の更新時には

配水区域の地形的要因なども踏まえて施設の統廃合や施設の合理化について検討して

いくことが必須である。 
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   ※2 配水池容量は上水道の場合、その配水池が受け持つ区域の計画一日最大給水量12時間分を標

準とし、計画給水人口が50,000人以下の場合は原則として消火用水量を加算する。簡易水

道の場合、その配水池が受け持つ区域の給水人口に応じて計画一日最大給水量の12時間分か

ら24時間分とし、そこに消火用水量を加算する。給水人口が少ないほど計画一日最大給水量

に対して必要保有時間が多くなる。（「水道施設設計指針」「簡易水道施設基準解説」参照） 
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5．組織の見通し 

 平成 23年度に組織再編を実施し、水道課と下水道課を統合しているため、現在は組織の

再編予定はない。 
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健全な水道事業経営の持続 

第3章 経営の基本方針 

 輪島市水道事業は地方公営企業法が適用されるため、原則的に水道料金による収入によ

って事業運営経費を賄う必要がある。 

 しかし、近年は人口減少による料金収入の減収、既存施設の老朽化及び更新に必要な投

資の増加といった諸問題が水道事業経営を圧迫している状況である。 

 今後も料金収入の減収傾向が継続すると予測される中、老朽化施設を更新するにあたり

施設の統廃合や施設の合理化を図ることで最適な投資を行うことが重要となる。 

 輪島市水道事業では経営戦略を策定することで将来の料金収入と投資のバランスを保ち

ながら老朽化施設等を計画的に更新する。これによって、将来にわたり健全な事業経営の

持続を目指す。 

経営戦略策定 

水道事業経営の収支バランス 

（料金収入の確保・適切な投資） 

計画更新事業の実施 

経営戦略の事後検証・見直し

・給水人口予測 

・水需要予測 

・施設の統廃合 

・施設規模・能力の合理化等 
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第 4章 投資・財政計画（収支計画） 

1．投資・財政計画（収支計画） 

 投資・財政計画表を次に示す。 
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8
0

2
,3
0
5
,4
9
5

2
,4
8
1
,9
74

2
,4
4
1
,3
02

2
,4
9
8
,0
09

2
,5
2
9
,4
93

2,
5
2
9
,0
46

2
,5
0
5
,5
21

2
,4
5
6
,7
27

2,
4
0
1
,9
79

2,
3
9
7
,2
4
3

2,
4
1
9
,6
1
0

2,
4
6
7
,6
6
6

3
3
,4
8
1

3
2
,2
2
6

6
2
,5
8
2

4
4
,0
6
9

6
0
,5
07

5
4
,1
20

5
2
,0
82

5
0
,3
00

4
8
,9
84

4
8
,0
57

4
6
,8
33

4
6
,1
60

4
5
,2
6
6

4
4
,2
5
0

(K
)

1
3
1
,3
0
9

4
8
8
,0
0
2

5
5
1
,9
7
0

5
1
8
,8
14

4
9
8
,6
44

4
9
0
,1
85

4
8
9
,9
13

5
0
5
,1
76

5
1
9
,1
26

5
1
9
,8
35

4
7
8
,9
58

4
5
2
,2
3
4

4
2
2
,6
4
6

3
9
4
,4
6
4

0
3
8
0
,7
2
5

3
8
9
,8
2
5

3
9
4
,8
5
6

3
7
5
,6
11

3
7
9
,1
48

3
8
1
,9
22

3
9
8,
9
04

4
1
4
,9
22

4
1
6
,7
74

3
8
1
,2
54

3
5
5
,9
8
3

3
2
8
,5
1
0

3
0
3
,1
5
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0
,9
1
2

9
9
,1
2
1

1
5
2
,3
7
6

1
1
3
,7
2
4

1
0
5
,0
33

9
3
,0
37

8
9
,9
91

8
8
,2
72

8
6
,2
04

8
5
,0
61

7
9
,7
04

7
8
,2
51

7
6
,1
3
6

7
3
,3
0
7

( 
I 
)

(A
)-
(B
)

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(M
)

6
2
7
,8
3
4

6
1
2
,5
8
8

6
2
2
,1
1
9

5
8
7
,3
8
6

6
0
5
,0
6
0

5
9
0
,9
29

5
8
4
,6
17

5
7
6
,8
33

5
7
0
,1
00

5
6
3
,3
67

5
5
7
,6
86

5
5
0
,3
22

5
4
3
,8
0
0

5
3
8
,1
1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
4.
5

7
2.
5

営
業
収
益
－
受
託
工
事
収
益

(A
)-
(B
)

地
方

財
政

法
に

よ
る

(（
L
）
/
（M
）
×
1
0
0
)

8
2.
6

7
0.
9

7
0
.4

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
5
条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た

1
00
.6

1
09
.4

1
04
.1

1
00
.4

9
6.
2

8
9.
6

累
積
欠
損
金
比
率
（

×
10
0
）

△
 1
62
.4

△
 1
68
.6

77
.7

う
ち

未
払

金

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-
(G
)

当
年
度
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）

(E
)+
(H
)

繰
越
利
益
剰
余
金
又
は
累
積
欠
損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う
ち
建
設
改
良
費
分

う
ち
一
時
借
入
金

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

6
2
7
,8
3
4

6
1
2
,5
8
8

6
2
2
,1
1
9

5
8
7
,3
8
6

6
0
5
,0
60

5
9
0
,9
29

5
8
4
,6
17

5
7
6
,8
33

5
7
0
,1
00

5
6
3
,3
67

5
5
7
,6
86

5
5
0
,3
22

5
4
3
,8
0
0

5
3
8
,1
1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

健
全
化
法
施
行
令
第
1
7
条
に
よ
り
算
定
し
た

事
業

の
規

模
健
全
化
法
第
2
2
条
に
よ
り
算
定
し
た

(（
N
）
/（
P
）
×
1
0
0
)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（
L
）
/
（M
）
×
1
0
0
)

健
全
化
法
施
行
令
第
1
6
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額

健
全
化
法
施
行
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

- 26 -



様
式
第
2
号
（法
適
用
企
業
・資
本
的
収
支
）

投
資
・財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

（
単
位
：千
円
）

年
　
　
　
　
　
度

平
成
2
5年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
27
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0年
度

平
成
3
1
年
度

平
成
32
年
度

平
成
3
3
年
度

平
成
3
4
年
度

平
成
3
5年
度

平
成
3
6
年
度

平
成
37
年
度

平
成
3
8
年
度

20
1
3
年
度

2
0
1
4年
度

2
0
1
5
年
度

2
0
16
年
度

2
0
1
7
年
度

2
01
8
年
度

2
0
1
9年
度

20
2
0
年
度

2
0
21
年
度

2
0
2
2
年
度

2
02
3
年
度

2
0
2
4年
度

20
2
5
年
度

2
0
26
年
度

区
　
　
　
　
　
分

決
算
書

決
算
書

決
算
書

決
算
書
見
込

当
初
予
算

１
．

7
3
,4
0
0

91
,1
0
0

8
9
,6
00

1
41
,8
0
0

3
4
5
,4
0
0

11
7
,9
0
0

1
2
1,
5
0
0

1
1
0
,0
00

1
54
,5
0
0

8
0
,0
0
0

14
0
,0
0
0

9
0,
0
0
0

1
0
0
,0
0
0

95
,0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

2
8
,8
0
0

0
4
4
,2
00

1
05
,8
3
8

1
5
7
,9
7
0

7
4
,4
2
0

7
3,
8
2
7

6
8
,8
22

69
,0
8
5

6
9
,8
0
3

7
0
,7
6
0

7
0,
3
1
6

7
0
,3
2
5

73
,3
2
7

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

9
9
,1
0
8

91
,7
7
0

1
2
3
,7
64

12
,4
7
1

1
0
,5
2
7

5
,0
0
0

4,
0
0
0

5
,0
00

5,
0
0
0

5
,0
0
0

5
,0
0
0

4,
0
0
0

5
,0
0
0

5
,0
0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

4
9
,0
1
3

32
,1
1
2

7
8
,1
12

71
,6
2
1

2
0
9
,3
5
0

6
4
,3
2
9

4
1,
7
0
0

5
9
,1
67

58
,5
5
0

4
6
,8
5
0

7
9
,1
0
0

3
2,
8
3
3

3
2
,0
0
0

32
,6
6
6

７
．

0
0

1
,3
22

2
2
0

22
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

８
．

0
0

4
2
,7
32

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

９
．

4
6
,2
5
3

10
,3
1
5

1
7
,3
04

2
8
,2
4
8

1
4
,4
8
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

資 本

資 本 的 収

企
業

債

う
ち
資
本
費
平
準
化
債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（
都
道
府
県
）
補
助
金

固
定
資
産
売
却
代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他
９
．

4
6
,2
5
3

10
,3
1
5

1
7
,3
04

2
8
,2
4
8

1
4
,4
8
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(A
)

2
9
6
,5
7
4

2
25
,2
9
7

3
9
7
,0
34

36
0
,1
9
8

7
3
7
,9
4
8

2
6
1
,6
4
9

2
4
1,
0
2
7

2
4
2
,9
89

2
87
,1
3
5

2
0
1
,6
5
3

29
4
,8
6
0

1
9
7,
1
4
9

2
0
7
,3
25

2
05
,9
9
3

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

2
9
6
,5
7
4

2
2
5,
2
9
7

3
9
7
,0
34

3
60
,1
9
8

7
3
7
,9
4
8

26
1
,6
4
9

2
4
1,
0
2
7

2
4
2
,9
89

2
87
,1
3
5

2
0
1
,6
5
3

29
4
,8
6
0

1
9
7,
1
4
9

2
0
7
,3
2
5

2
05
,9
9
3

１
．

2
4
8
,4
1
2

2
00
,1
1
3

3
3
1
,6
51

4
18
,6
6
0

7
3
7
,3
8
0

20
9
,7
8
7

1
9
1,
9
5
0

1
9
4
,9
00

2
41
,5
0
0

1
5
5
,3
0
0

25
9
,1
5
0

1
4
0,
9
0
0

1
4
9
,5
0
0

1
49
,5
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

3
8
0
,1
7
8

3
73
,9
1
4

3
8
0
,7
25

3
89
,8
2
5

3
9
4
,8
5
6

38
0
,1
3
7

3
8
3,
6
9
7

3
9
0
,8
76

4
07
,8
4
1

4
2
3
,8
8
6

42
5
,7
6
6

3
9
0,
2
7
3

3
6
5
,0
2
9

3
37
,5
8
5

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

1
,2
9
4

30
,0
0
0

1
5
,0
00

35
,0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(D
)

6
2
9
,8
8
4

6
04
,0
2
7

7
2
7
,3
76

84
3
,4
8
5

1
,1
3
2
,2
3
6

58
9
,9
2
4

5
7
5,
6
4
7

5
8
5
,7
76

6
49
,3
4
1

5
7
9
,1
8
6

68
4
,9
1
6

5
3
1,
1
7
3

5
1
4
,5
29

4
87
,0
8
5

(E
)

3
3
3
,3
1
0

3
7
8,
7
3
0

3
3
0
,3
42

4
83
,2
8
7

3
9
4
,2
8
8

32
8
,2
7
5

3
3
4,
6
2
0

3
4
2
,7
87

3
62
,2
06

3
7
7
,5
3
3

39
0
,0
5
6

3
3
4,
0
2
4

3
0
7
,2
0
4

2
81
,0
9
2

１
．

3
3
0
,7
5
0

3
73
,8
4
8

3
2
0
,2
85

4
58
,5
0
5

3
8
2
,4
5
9

31
8
,4
2
7

3
2
4,
5
8
1

3
3
2
,5
03

3
51
,3
4
0

3
6
6
,2
0
7

37
8
,3
5
4

3
2
4,
0
0
3

2
9
7
,9
8
8

2
72
,6
5
9

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

的 収 支

入

そ
の

他

計

(A
)の
う
ち
翌
年
度
へ
繰
り
越
さ

れ
る
支
出
の
財
源
充
当
額

純
計

(A
)-
(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち
職
員
給
与
費

企
業

債
償

還
金

他
会
計
長
期
借
入
返
還
金

他
会
計
へ
の
支
出
金

そ
の

他

計

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に

不
足
す
る
額
  
  
 　
　
  
  
(D
)-
(C
)

補
損
益
勘
定
留
保
資
金

利
益
剰
余
金
処
分
額

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

2
,5
6
0

4
,8
8
2

1
0
,0
57

24
,7
8
2

1
1
,8
2
9

9
,8
4
8

1
0,
0
3
9

1
0
,2
84

10
,8
6
6

1
1
,3
2
6

1
1
,7
0
2

1
0,
0
2
1

9
,2
1
6

8
,4
3
3

(F
)

3
3
3
,3
1
0

3
7
8,
7
3
0

3
3
0
,3
42

4
83
,2
8
7

3
9
4
,2
8
8

32
8
,2
7
5

3
3
4,
6
2
0

3
4
2
,7
87

3
62
,2
06

3
7
7
,5
3
3

39
0
,0
5
6

3
3
4,
0
2
4

3
0
7
,2
0
4

2
81
,0
9
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

6,
2
4
6
,6
6
4

5
,9
63
,8
5
0

5
,6
7
2
,7
25

5
,4
2
4
,7
0
0

5
,3
7
5
,2
4
4

5,
11
6
,9
5
0

4
,8
5
4,
7
5
3

4
,5
7
3
,8
76

4
,3
20
,5
3
5

3
,9
7
6
,6
4
9

3
,6
9
0
,8
8
2

3
,3
9
0,
6
0
9

3,
1
2
5
,5
80

2
,8
82
,9
9
5

○
他
会
計
繰
入
金

（
単
位
：千
円
）

年
　
　
　
　
　
度

平
成
2
5年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
27
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0年
度

平
成
3
1
年
度

平
成
32
年
度

平
成
3
3
年
度

平
成
3
4
年
度

平
成
3
5年
度

平
成
3
6
年
度

平
成
37
年
度

平
成
3
8
年
度

区
　
　
　
　
　
分

決
算
書

決
算
書

決
算
書

2
1
2
,7
8
7

2
1
3,
6
9
3

1
9
6
,0
28

1
80
,8
3
3

1
4
5
,5
4
1

10
9
,4
5
8

8
8,
3
3
1

6
5
,4
31

56
,7
5
3

5
0
,9
5
1

4
9
,2
9
7

4
8,
1
1
7

4
7
,3
9
1

46
,8
7
5

2
1
2
,7
8
7

2
1
3,
6
9
3

1
9
6
,0
28

1
80
,8
3
3

1
4
5
,5
4
1

10
9
,4
5
8

8
8,
3
3
1

6
5
,4
31

56
,7
5
3

5
0
,9
5
1

4
9
,2
9
7

4
8,
1
1
7

4
7
,3
9
1

46
,8
7
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2
7
,9
0
8

91
,7
7
0

1
6
7
,9
64

11
8
,3
0
9

1
6
8
,4
9
7

7
9
,4
2
0

7
7,
8
2
7

7
3
,8
22

74
,0
8
5

7
4
,8
0
3

7
5
,7
6
0

7
4,
3
1
6

7
5
,3
2
5

78
,3
2
7

財 源

利
益
剰
余
金
処
分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補
 
財
源
不
足
額

(E
)-
(F
)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

収
益
的
収
支
分

う
ち
基
準
内
繰
入
金

う
ち
基
準
外
繰
入
金

資
本
的
収
支
分

1
2
7
,9
0
8

91
,7
7
0

1
6
7
,9
64

11
8
,3
0
9

1
6
8
,4
9
7

7
9
,4
2
0

7
7,
8
2
7

7
3
,8
22

74
,0
8
5

7
4
,8
0
3

7
5
,7
6
0

7
4,
3
1
6

7
5
,3
2
5

78
,3
2
7

1
2
7
,9
0
8

9
1,
7
7
0

1
6
7
,9
64

1
18
,3
0
9

1
6
8
,4
9
7
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2．投資・財政計画（収支計画）の内容説明 

（1）投資 

 計画期間内の予定事業計画では、未普及地域解消事業を平成28年度、平成29年度に予

定しているほか、配水管については更新整備にあわせ耐震化を図っていくことや、各施設

遠隔監視システムの整備を行い、管理の効率向上、異常の早期把握・対応を目指す。 

 予定事業計画及び事業費を以下に示す。 

表 4-1．年度別予定投資計画（上水道） 

輪島 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成28年度 

2016年度 

未普及地域解消事業 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 
182,086 

平成29年度 

2017年度 

未普及地域解消事業 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 
380,139 

平成30年度 

2018年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 
130,300 

平成31年度 

2019年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 

稲舟送水ポンプ場受水槽更新・ポンプ更新 

173,950 

平成32年度 

2020年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 
179,900 

平成33年度 

2021年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 

長井送水ポンプ場受水槽更新・ポンプ更新 

229,500 

平成34年度 

2022年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 
151,800 

平成35年度 

2023年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 
248,650 

平成36年度 

2024年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 
108,400 

平成37年度 

2025年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 
107,000 

平成38年度 

2026年度 

配水管更新（耐震化･消火栓設置含む） 
112,000 
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門前 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成28年度 

2016年度 

配水管更新 
28,174 

平成29年度 

2017年度 

配水管更新 
39,734 

平成30年度 

2018年度 

配水管更新 
6,000 

平成31年度 

2019年度 

ポンプ設備更新 
3,500 

平成32年度 

2020年度 

ポンプ設備更新 
2,500 

平成33年度 

2021年度 

ポンプ設備更新 
3,500 

平成34年度 

2022年度 

ポンプ設備更新 
3,500 

平成35年度 

2023年度 

ポンプ設備更新 
10,500 

平成36年度 

2024年度 

ポンプ設備更新 
2,500 

平成37年度 

2025年度 

ポンプ設備更新 
2,500 

平成38年度 

2026年度 

ポンプ設備更新 
2,500 

表 4-2．年度別予定投資計画（町野広域簡易水道） 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成28年度 

2016年度 

配水管更新（消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備 
172,517 

平成29年度 

2017年度 

配水管更新（消火栓設置含む） 

遠隔監視システム整備
234,474 

平成30年度 

2018年度 

配水管更新 

遠隔監視システム整備 
63,487 

平成31年度 

2019年度 

遠隔監視システム整備 
14,500 

平成32年度 

2020年度 

遠隔監視システム整備 
12,500 
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平成33年度 

2021年度 

配水管更新 
2,500 

平成36年度 

2024年度 

橋梁添架管更新 
30,000 

平成37年度 

2025年度 

橋梁添架管更新 
40,000 

平成38年度 

2026年度 

橋梁添架管更新 
35,000 

表 4-3．年度別予定投資計画（大沢簡易水道） 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成33年度 

2021年度

遠隔監視システム整備 
6,000 

表 4-4．年度別予定投資計画（舳倉島簡易水道） 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成28年度 

2016年度 

配水管更新 
35,883 

平成29年度 

2017年度 

配水管更新 
78,033 

平成30年度 

2018年度 

浄水場機械設備更新 
10,000 

表 4-5．年度別予定投資計画（洲衛簡易水道） 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成29年度 

2017年度
遠隔監視システム整備 5,000
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 年度別事業費を以下に示す。 

 平成 38年度までに約28.5 億円の投資を行う予定である。2016年度、2017年度は

未普及地域解消事業のため年度別の事業費が突出しているが、それ以降は約2億円前後を

予定している。 

図 4-1．年度別事業費 
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（2）財源 

①財源内訳 

 予定投資計画の年度別事業費財源内訳を以下に示す。 

        ※企業債：水道事業債+過疎債 

※他会計出資補助金：一般会計負担金、他会計補助金 

※その他：補償費 

②料金 

 予定事業の財源は国庫補助金と企業債で大半を賄うこととし、計画期間内は料金体系の

見直しをしない場合の設定とする。 

③企業債 

 特に上限等の制約は設けていない。現行料金体系で事業継続可能となるように事業費、

国庫補助金等のバランスを考慮して決定する。 

④国庫補助金 

 予定事業は水道未普及地域解消事業、遠隔監視システム整備事業、水道施設耐震化事業

といった厚生労働省の補助採択を受けて財源に充当している。 

（3）投資以外の経費 

①人件費 

 職員数は現在からの大幅な増減は想定しないこととし、一定値とした。 

②維持管理費 

 過去の実績値の直近である平成27年度の値に設定した。 

図 4-2．年度別事業費財源内訳 
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3．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

（1）投資についての検討状況 

①輪島浄水場更新計画（施設の合理化） 

 近年、輪島浄水場は施設の老朽化が顕著で、浄水に支障をきたすレベルにまで達してい

る。さらに、水源である河川水の水質変化への対応に苦慮している状況である。そのため、

浄水施設の更新が喫緊の課題である。 

 現在、浄水処理方法の変更も併せた浄水場の更新計画を検討しているところである。輪

島浄水場を更新する場合には、多額の投資が必要となってくるため、様々な可能性を視野

に入れつつ施設能力の最適化を図り、最大限の費用対効果を発揮するよう努める。 

②他市町との広域化等検討 

 輪島市水道事業は第1章で述べた通り、現在奥能登2市2町との担当者レベルでの勉強

会を実施している。勉強会は今年度に開催し始めたばかりであり、各市町の水道事業の財

政及び施設状況が異なるため、広域化・県水受水に対してすぐに結論は出ないのが実状で

ある。 

 しかし、人口減少による料金収入の減少と施設の老朽化は不可避的問題のため、今後も

状況を注視し結論が出るまで勉強会を継続していく必要がある。 

（2）財源についての検討状況 

①料金 

 計画期間内の料金体系の見直しをしない場合の設定で収支計画を策定しているが、平成

29年度以降当年度純損失が発生する予測である。そのため当年度の維持管理費を料金収入

等で賄えていないことから、適正な料金体系について検討する必要がある。 

また、輪島浄水場の更新計画を策定した際には、経営戦略の見直しと併せて現行料金体

系で水道事業継続が可能かを判断する。 

 広域化・県水受水が決定した際も同様である。 

②企業債 

 新規施設整備・更新事業を行う際は国庫補助金や料金収入とのバランス、将来の企業債

残高等を考慮して企業債の割合を決定する。 

③補助金 

 新規施設整備・更新事業を行う際は厚生労働省等の国や県といった補助金を積極的に活

用する。 
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（3）投資以外の経費についての検討状況 

①委託料 

 検針業務等の民間委託は継続し、さらに民間活力の導入を検討して積極的に運営の効率

化を図る。 

②修繕費 

 特になし。 

③動力費 

 特になし。 

④職員給与費 

 特になし。 
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第 5章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 

 基本的に計画期間内で経営戦略の見直しを実施する。その際、料金収入の予測等と実績

値の乖離状況を確認し、乖離が大きい場合にはその要因を推察し、次の予測に反映させる

ことで経営戦略の精度向上を図る。 

・給水人口の予測と実績値の乖離確認 

・水需要（料金収入）予測と実績値の乖離確認 

・2027年度（平成39年度）以降の事業計画の反映 

・料金体系の見直しの必要性確認             等 

 ただし、輪島浄水場更新事業の開始時期が確定した場合には、その時点にて経営戦略の

見直しを実施し、輪島市水道事業が健全な事業経営を持続可能となるように努めていく。 
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